














1.はじめに 

妊娠中毒症は古くより学説の疾患,分類の学問と言われるほど多くの学説があり,現在でも

論議が絶えない。妊娠中毒症は,高血圧・浮腫・蛋白尿を3他覚症状とする症候群であると

概念づけられてきたが,FIGO,OG,アメリカ産婦人科学会用語委員会,日産婦会妊娠中毒症委

員会（1962年)など各種の分類が用いられてきた。しかるに,臨床における診断学の発達・

臨床検査技術の向上により,以前には他覚的・自覚的臨床症状でのみとらえられていた妊娠

中毒症の病態が,的確な臨床検査によってかなり明確に把握されるようになった。それに伴

って従来の妊娠中毒症に関する概念と異なった概念をもって,新しく妊娠中毒症を考えて

みることが産科の重要な問題の 1つとなってきた。さらに,従来の妊娠中毒症の診断・治療

・保健指導などは,母体を中心に進められてきた。しかるに,妊娠中毒症の児に与える影響

は大きく,胎児についても同様の配慮が重要であることが認識されるようになった。これら

のことに鑑み,昭和 55 年,日本産婦人科学会内に妊娠中毒症問題委員会（委員長:鈴木雅洲)

が設置され妊娠中毒症に関する種々の問題について検討をすすめてきた。今年度は妊娠中

毒症の軽症・重症判定基準(案)を試作したのでその経緯などについて報告する。 


